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Ⅲ．財政の健全化 
 
平成 20年 4月から、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が一部施行されまし
た。 
この法律によって、地方公共団体（組合及び地方開発事業団を除く。）は財政の健全性を

客観的に示す「健全化判断比率」を算出するとともに、公営企業を経営する地方公共団体

（組合及び地方開発事業団を含む。）は、毎年度、公営企業会計ごとに「資金不足比率」を

算出することが義務付けられました。 
また、算定された指標は、正確性を担保するため監査委員の審査に付した上で議会に報

告し、公表することとなっています。 
この章では、それぞれの指標がどのようなものであるかを紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健全化判断比率 （単位：％）

実質赤字比率
連結実質
赤字比率

実質公債費
比率

将来負担比率

町 田 市 の 数 値 － － 4.6 －

早 期 健 全 化 基 準 11.25 16.25 25.0 350.0

財 政 再 生 基 準 20.00 40.00 35.00 －

資金不足比率 （単位：％）

－

町 田 市 の 数 値 －

－

20.0

病 院 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計

忠 生 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計

経 営 健 全 化 基 準
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１．健全化判断比率 
 
健全化判断比率は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比

率の４つの財政指標をいい、当該団体の財政状況を客観的に表すための指標であるととも

に、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための指標でもあります。 
したがって、地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった

場合には、財政健全化計画又は財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなり

ません。 
 
（１）実質赤字比率 
実質赤字比率とは、地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模

に対する比率です。 
地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指

標ともいえます。 
 
 
 
 
 

町 田 市 の 実 質 赤 字 比 率 － 
早 期 健 全 化 基 準 １１．２５％ 
財 政 再 生 基 準 ２０．００％ 

 
平成 19年度の一般会計等の実質収支は、31億 9千万円の黒字であり、実質赤字額は生
じていません。 
早期健全化基準及び財政再生基準は、平成 20 年度決算に基づく健全化判断比率から適

用されるもので、この基準を超えた場合には、それぞれ財政健全化計画や財政再生計画の

策定等が義務づけられています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：％）

一 般 会 計 等 の 実 質 赤 字 額

標 準 財 政 規 模
＝実質赤字比率

【一般会計等】

【実質赤字額】

【標準財政規模】

　一般会計及び特別会計のうち公営企業や公営事業を除く会計をいい、町田市の場合、一般会
計、鶴川駅北土地区画整理事業会計及び受託水道事業会計が該当します。

　歳入決算額と歳出決算額との差額から、翌年度に繰り越した事業に充てるための財源を除いた
額（【実質収支】といいます。）がマイナスになった場合に、その額のことを指します。

　地方公共団体の一般財源ベースでの標準的な財政規模を示すものです。
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（２）連結実質赤字比率  
 連結実質赤字比率とは、地方公共団体における全会計の実質赤字額または資金の不足額

を合算した金額の標準財政規模に対する比率です。 
 すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、

地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。 
 
 
 
 
 
 

町田市の連結実質赤字比率 － 
早 期 健 全 化 基 準 １６．２５％ 
財 政 再 生 基 準 ４０．００％ 

 
平成 19年度は、公営企業以外の全会計における実質収支の合計は 53億 5千万円の黒字

となりました。また、各公営企業会計の資金剰余額の合計は 57億 6千万円となっており、
連結実質赤字額は生じていません。 
早期健全化基準及び財政再生基準は、平成 20 年度決算に基づく健全化判断比率から適
用されるもので、この基準を超えた場合には、それぞれ財政健全化計画や財政再生計画の

策定等が義務づけられています。 
連結実質赤字比率の財政再生基準については、平成 20 年度決算から 3 年間の経過的な

基準が設けられています。 
（単位：％） 

経 過 的 基 準 最終基準  
20年度決算 21年度決算 22年度決算 23年度決算 

連結実績赤字比率

財 政 再 建 基 準 
４０．００ ４０．００ ３５．００ ３０．００ 

 
 
 
 
 
 
 
 

【連結実質赤字額】

【資金の不足額】

　一般会計等及び、実質赤字比率の対象から除かれる公営事業の実質赤字額の合計額に、公営企
業における資金の不足額を足したもの。

　公営企業ごとに資金の不足額を表すもので、法非適用企業については一般会計等の実質赤字額
と同様に算定した額とし、法適用企業については、民間企業と同様に貸借対照表を作成している
ため流動負債の額から流動資産の額を控除した額としています。

（単位：％）

連 結 実 質 赤 字 額

標 準 財 政 規 模

連 結 実 質
赤 字 比 率

＝
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（３）実質公債費比率 
実質公債費比率とは、地方公共団体の一般会計等の借入金の返済額（公債費）に公債費

に準じた経費を加算した実質的な公債費の合計額の標準財政規模に対する比率です。 
実質公債費比率は、翌年度の起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定する指

標としても用いられており、算定の結果 18.0％以上となってしまった場合は、実質公債費
比率の適正化を図るための計画の承認を得たうえで国が起債を許可することになります。 

 
 
 
 
 
 
 実質的な公債費とは、公債費から特定財源を控除した一般財源の所要額をいい、公債費

に準じた経費とは、次の経費が該当します。 
・公営企業の公債費の償還の財源に充てたと認められる繰出金 
・加入する組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められる負担金・補助金  
・債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの 
例えば 社会福祉法人が施設の建設のために借り入れた借入金の償還に対する補助 

土地開発公社がすでに取得した公共用地等の買収に要する経費  など 
また、実質公債費比率の算定において、平成 19 年度決算からは都市計画税を公債費に
充当可能な特定財源として扱うこととされたため大幅に数値が低下しました。 

 
町 田 市 の 実 質 公 債 費 比 率 ４．６％ 
早 期 健 全 化 基 準 ２５．００％ 
財 政 再 生 基 準 ３５．００％ 

 
平成 19年度における実質公債費比率は 4.6％となりました。これは多摩 26市の平均値

5.9％を下回っており、8番目に低い値となっています。 
早期健全化基準及び財政再生基準は、平成 20 年度決算に基づく健全化判断比率から適
用されるもので、この基準を超えた場合には、それぞれ財政健全化計画や財政再生計画の

策定等が義務づけられています。 
 
 
（４）将来負担比率 
将来負担比率とは、地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債に相当す

る金額の標準財政規模に対する比率です。 

（単位：％）

標準財政規模－元利・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

実質公債費比率
（３ヶ年平均）

＝

（ 元 利 償 還 金 ＋ 準 元 利 償 還 金 ）
－(特定財源＋元利・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
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この将来負担比率、一般会計等から出資法人等までの地方公共団体が関係する幅広い団

体の将来にわたって負担する債務の残高を基に算定していることに特徴があります。 
 
 
 
 
 
 
将来負担額とは、次のようなもののことをいいます。 
・一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高 
・債務負担行為に基づく支出予定額 
・一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額 
・加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額 
・退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち一般会計等の負担見込額 
・地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために損失補償債務等を負

担している場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般

会計等の負担見込額 
・連結実質赤字額 
・加入する組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 
また、上記の将来負担額から控除されるものは以下のとおりです。 
・将来負担額に充当することができる基金 
・将来負担額に充当することができる特定財源見込額 
・地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 

 
町 田 市 の 将 来 負 担 比 率 － 
早 期 健 全 化 基 準 ３５０．００％ 

 
平成 19年度は将来負担額 1,168億 5千万円に対し、控除される充当可能財源が 1,268

億 1千万円あり、差引の結果将来負担額が生じていません。 
早期健全化基準は、平成 20 年度決算に基づく健全化判断比率から適用されるもので、

この基準を超えた場合には、それぞれ財政健全化計画の策定等が義務づけられています。

なお、将来負担比率の財政再生基準は設けられていません。 
 
 
 
 

（単位：％）

標準財政規模－元利・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
＝将来負担比率

将 来 負 担 額 － （ 充 当 可 能 基 金 額 ＋ 特 定 財 源 見 込 額
＋ 市 債 現 在 高 等 に 係 る 基 準 財 政 需 要 額 算 入 見 込 額 ）
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２．資金不足比率  
 
資金不足比率とは、地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の料金収入等に基

づく事業の規模に対する比率です。資金の不足が生じているということは、資金繰りが悪

化している状態であり、資金不足比率はその悪化の度合いを示す指標ともいえます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「連結実質赤字比率」の説明の際にも触れましたが、平成 19 年度は各公営企業会計と
も資金不足額は生じていません。 
経営健全化基準は、平成 20 年度決算に基づく資金不足比率から適用されるもので、こ

の基準を超えた場合には、経営健全化計画の策定等が義務づけられています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

病 院 事 業 会 計 － 
下 水 道 事 業 会 計 － 町 田 市 
忠生土地区画整理事業会計 － 

経 営 健 全 化 基 準 ２０．０％ 

（単位：％）

資 金 の 不 足 額

事 業 の 規 模
資金不足比率 ＝
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